
エネファームtypeS発電余剰電力買取規約　2024.4
1.目的
本規約は、東邦ガス株式会社（以下「当社」といいます。）による家庭用燃料電池コージェネ
レーションシステムtypeS（以下「エネファームtypeS」といいます。）の発電余剰電力の買取
りの条件および手続き等を定めることを目的といたします。

2.用語の定義
（1）エネファームとは、ガスを一次エネルギーとして電気化学反応により発電を行うとともに、
その際に発生する熱を利用する家庭用の熱電併給システムで、定格発電出力（機器容
量）が４00W以上５kW未満のものをいいます。

（2）「発電余剰電力」とは、エネファームtypeSの発電電力のうち、当該エネファームtypeSを
設置されたお客さまが自ら消費する電力を上回った電力のことをいいます。

（3）「買電量」とは、当社がお客さまから買取った発電余剰電力の量のことをいいます。なお、
買電量の単位は、1キロワット時（kWh）とします。

（4）「買電額」とは、買電量をもとに算定した、当社がお客さまから買取りを行った発電余剰
電力の代金額に、発電側課金に相当する額を加算した金額をいいます。

（5）「系統連系受電契約」とは、一般送配電事業者の託送供給等約款に基づき、当社が一
般送配電事業者を代理して、お客さまとの間で、発電量調整供給契約に基づき締結す
る契約で、一般送配電事業者が維持および運用する系統設備にお客さまの太陽光等
発電設備が連系し、その状態を維持すること（系統連系受電サービス）に係る契約をい
います。

（6）「発電側課金」とは、系統連系受電契約において、お客さまが、一般送配電事業者に支
払う系統連系受電サービス料金、延滞利息および契約超過金をいいます。

3.適用条件
当社が、お客さまの発電余剰電力を買い取るには、次の適用条件をすべて満たすことが必
要です。
（1）エネファームtypeSを設置した場所において、当社または当社がガス小売事業者となる
ガス取次事業者と都市ガス使用契約を締結しているお客さまで、発電余剰電力買取に
お申し込みいただくこと。

（2）別表1に定める「発電余剰電力買取　対象機種一覧表」に記載されている機種をお申
込み時点で設置済みであること、またはお申込み日から起算して６か月以内に設置する
こと。

（3）エネファームtypeSからの発電余剰電力量のみを、一般送配電事業者が設置する電力
量計で計量できること。すなわち、他の電力供給設備からの供給電力が当該電力量計
の計量値に含まれないこと。なお、差分計量は適用外。

（4）発電設備（太陽光発電等）または蓄電池を併設しないこと。

4.当社へのお申込み
（1）発電余剰電力買取の契約をご希望されるお客さまは、本規約をご承諾いただいた上で、
当社所定の様式により当社にお申し込みいただきます。また、あわせて当社が一般送配
電事業者に提出する系統連系手続きおよび発電量調整供給に関する書類作成にご協
力いただきます。

（2）当社はお客さまが3.に定める適用条件をすべて満たしていると判断した場合に、（1）の
お申込みを承諾します。

（3）当社は（1）のお申込みの承諾に先立って、一般送配電事業者に対し、発電量調整供給
に関する申請を行います。申請にあたり、お客さまは、お客さまの情報を提供することを
ご承諾いただいたものとします。

（4）当社は一般送配電事業者と協議の上、発電余剰電力の買取開始日を定めます。当該買
取開始日に、発電余剰電力買取の実施に必要となるエネファームtypeSの設定を行い
ます。

（5）発電余剰電力買取の実施に際し、エネファームtypeSの設定に係る費用が別途発生す
る場合、配線工事等の別途工事を行う場合、および一般送配電事業者より費用を請求
される場合等の当該費用はお客さまにご負担いただきます。

（6）（1）～（5）の定めにかかわらず、電力市場の変化、政策動向等、事業環境の変化等を理
由に、当社は発電余剰電力買取の新規申込みを休止もしくは中止し、または発電余剰
電力買取制度を廃止することがあります。

5.契約期間
（1）発電余剰電力買取の契約は4.（2）に基づき当社がお申込みを承諾し、4.（4）にある買取
開始日をもって契約成立日とします。

（2）契約期間は契約成立日から1年間とします。なお、契約期間満了日の3か月前までにお
客さまもしくは当社からの申し出がない場合は、自動的にさらに１年間延長されるものと
し、以降も同様としますが、（1）に定める最初の契約成立日から10年間を限度とします。
ただし、お客さまは、当該10年間の経過後に、当社との間で発電余剰電力買取に係る新
たな契約を改めて締結できるものとします。

6.買電額の計測・算定
（１）買電量は一般送配電事業者が行う検針により確定するものとし、検針値は当社が送配
電事業者から入手するものとします。

（2）買電額は一般送配電事業者が計量する毎月の買電量を元に、当該月の買取単価を乗
じた額および発電側課金に相当する金額に基づいて、当該年度についてまとめて算定
するものとします。なお、毎月の買電額の単位は1円とし、その端数は切り上げます。

（3）買取単価は、別表2に定める「発電余剰電力買取　買取単価表」に従うものとします。
（4）買電量の算定期間は原則として、毎月初日から末日までとします。
（5）お客さまと小売電気事業者との契約が未締結の場合、当社の責めによらない事由によ
り一般送配電事業者より適切な検針値の提供がされない場合等においては、買電額
が算定できないため買電量は0kWhとして取り扱います。

7.系統連系受電契約の締結等
（1）当社は、一般送配電事業者を代理して、お客さまとの間で、系統連系受電契約を締結し
ます。

（2）お客さまが新たに系統連系受電契約を希望される場合または当該契約の内容に変更
が生じる場合、お客さまが契約の締結または変更について、当社に対して申し出ていた
だきます。

（3）当社は、お客さまが系統連系受電契約の変更を当社に申し出た場合に、発電量調整供
給契約の変更として一般送配電事業者へ申し出ます。

（4）一般送配電事業者がお客さまとの系統連系受電契約を解約される場合、当該お客さ
まの発電場所に係る発電量調整供給契約を変更します。

（5）お客さまは、系統連系受電契約の消滅後に接続された電気は一般送配電事業者が無
償で受電することを承諾していただくものとします。

8.系統連系受電契約に係る料金の支払い方法
（1）お客さまの発電側課金についてはそのつど、お客さまから当社に支払いを行っていただ
きます。支払われた発電側課金についてはそのつど、当社から一般送配電事業者に支
払いを行います。ただし、次の場合には、一般送配電事業者が指定した金融機関を通じ
て一般送配電事業者の銀行口座への振込み等によりお客さまから一般送配電事業者
へ支払っていただきます。
［1］お客さまが料金を支払期日までに当社に支払われない場合
［2］お客さまの発電側課金が当社とお客さまとの間の発電余剰電力買取の契約に係る
料金を上回る場合で、当社とお客さまおよび当社と一般送配電事業者のそれぞれ
において合意がなされたとき

［3］その他一般送配電事業者が必要と認めた場合
（2）当社は、発電側課金をお客さまから受領し、お客さまに代わり一般送配電事業者に支
払うものとします。

（3）当社は、系統連系受電契約において、発電側課金をお客さまから受領し、一般送配電
事業者があらかじめ定める期日までの間、お客さまに代わり一般送配電事業者に引き
渡す業務を受託します。また、当該業務は、お客さまが直接一般送配電事業者に支払う
事項に該当した場合を除き、お客さまから無償で受託します。

（4）お客さまは、当社との間で、（1）に基づくお客さまの発電側課金の支払債務と当社の買
電額の支払債務を対当額で相殺することをあらかじめ合意するものとし、当社は、当該
合意に基づき、（1）に基づくお客さまの発電側課金の支払債務と当社の買電額の支払
債務を対当額で相殺します。

9.買電額の入金
（1）当社は、契約期間における毎年4月1日から翌年3月末日まで（この期間内に買取開始日
を含む月（以下「買取開始月」といいます。）が含まれる場合は、買取開始月から翌年3月
までとし、買取開始月が3月である場合は3月のみとします。また本契約の終了月が含ま
れる場合は、当該契約終了月までとします。）の買電量をまとめて、翌年の6月末日までに
相殺後の買電額をお客さま指定の振込先口座へ入金してお支払いいたします。

（2）相殺後の買電額のお支払いは金融機関への口座振込のみによるものとします。
（3）お客さま都合による入金回数ならびに入金時期の変更はできません。ただし、振込先口
座の変更は可能です。

（4）買電量および相殺後の買電額については、お申込み時にご登録いただいたお客さまの
メールアドレス、当社Ｗｅｂサイト等を通じてお知らせします。また、当社にご連絡いただ
ければ口頭にてお知らせします。その他の対応はいたしません。

（5）当社と都市ガス使用契約もしくは電気受給契約またはその両方を締結し、その料金を
お支払い期限内にお支払いいただけなかった場合、ガス料金もしくは電気料金または
その両方の料金のお支払いがなされるまで、相殺後の買電額のお支払いを留保させて
いただく場合があります。

10.設置確認等
（1）当社は、お客さまのエネファームtypeS等の設置の有無および使用状況を確認させて
いただく場合があります。この場合には、お客さまには、正当な事由がない限り、当社また
はエネファームtypeSの販売店・施工店によるお客さまの敷地および住宅への立入りを
承諾していただきます。

（2）発電余剰電力買取の実施に必要なエネファームtypeSの設定は、当社またはエネ
ファームtypeSの販売店・施工店等にて実施します。お客さまご自身で設定することは
できません。

（3）買電額の振込先口座等、お客さまの情報に変更がある場合は、すみやかに当社までご
連絡ください。

（4）エネファームtypeSを撤去する場合、再生可能エネルギーの固定買取制度の対象とな
る発電設備を併設する場合等、3.に定める適用条件を満たさなくなる変更の場合は、
必ず当該変更前に当社に連絡していただきます。その際、必要な手続きがある場合は、
別途お客さまに連絡させていただきます。

11.買取りの停止
（1）次のいずれかに該当する場合、当社は発電余剰電力の買取りを一時的に停止すること
ができます。
［1］お客さまがご契約されている小売電気事業者への債務不履行により、電気の供給
が停止された場合。

［2］一般送配電事業者の都合により、電気の供給が制限または停止された場合。
［3］お客さまが一般送配電事業者が定める託送供給等約款における発電者に係る事
項を遵守せず、発電量調整供給を停止された場合。

［4］エネルギー価格の高騰等、一時的な事業環境の変化等を理由に、やむを得ず、当社
が発電余剰電力の買取りを一時的に停止させていただかざるを得ないと判断した
場合。

（2）買取りの停止にあたり、当社はお客さまのエネファームtypeSにおいて、買取りを停止す
るための適当な設定変更等を実施することができるものとし、必要に応じてお客さまに
はこれにご協力いただきます。

（3）買取りの停止は、（1）［1］～［3］に該当する場合、当該事項が判明した時点ですみやか
に実施します。また、（1）［4］に該当する場合、書面にて買取停止の３か月前にお知らせ
します。

12.契約の解除
（1）お客さまは任意に発電余剰電力買取の契約を解除することができるものとします。
（2）次のいずれかに該当する場合、当社は発電余剰電力買取の契約を解除することができ
るものとします。

［1］お客さまが3.に定める適用条件のいずれかを満たせなくなった場合。
［2］お客さまが本規約についての重大な違反を行った場合または当社に虚偽の申請を
行った場合。

［3］その他、当社が不適切と判断する行為をお客さまが行われた場合。
［4］発電余剰電力買取の停止期間の長期化、電力市場の変化、政策動向等、事業環境
の変化等を理由に、やむを得ず、当社が発電余剰電力買取に係る契約を解除させて
いただかざるを得ないと判断した場合。

（3）発電余剰電力買取の契約を解除するにあたり、（1）に示す場合には、お客さまは当社所
定の様式により当社に対して発電余剰電力買取契約の解除を申請いただきます。あわ
せて送配電事業者に対して系統連系手続きおよび発電量調整供給の契約解除に伴う
書類作成にご協力いただきます。

（4）（1）～（3）に定める発電余剰電力買取契約の解除は、（1）についてはお客さまによる契
約解除の申請があったとき、および（2）［1］～［3］については当該事項が判明したときに、
それぞれすみやかに実施できるものとします。（2）［4］については書面にて発電余剰電力
買取の契約解除の３か月前にお知らせします。

（5）当社は一般送配電事業者との協議のうえ、買取終了日を定めます。エネファームtypeS
をお使いいただく場合は、当社はお客さまのエネファームtypeSにおいて、契約を解除す
るために必要な設定を実施します。なお、（2）［2］［3］の場合、別途定める標準的な実費
をご負担いただきます。

（6）発電余剰電力買取の終了日は、発電余剰電力買取契約の解除日とします。
（７）当社は発電余剰電力買取の契約解除日までの買電額を、7.（1）に定める手続きにより、
お客さま指定の振込先口座へ入金いたします。

（8）お客さまが（2）［1］［2］および11.の定めに反した場合、その事由が発生した日以降の買
電量を0kWhとして取り扱う場合があります。なお、その事由が発生した日以降分の買
電額の入金が行われている場合、当該過入金分を当社に対してご返金いただきます。

（9）お客さまが、9.に定める発電余剰電力買取の停止、または（1）～（8）に定める契約の解
除に係る手続きを実施いただけない場合、当社はお客さまの同意なく、一般送配電事
業者との系統連系手続きおよび発電量調整供給の解除に係る手続きを行うとともに、
お客さまのエネファームtypeSの適当な設定変更等（お客さまの敷地および住宅への
立入りも含みます。）を実施できるものとします。

13.権利義務の譲渡等の禁止
お客さまは、この発電余剰電力買取により生ずる権利または義務を同居されているご家族
もしくは相続人以外の第三者に譲渡し、承継し、またはその権利を担保に供してはならない
ものとします。
なお、この第三者には、発電余剰電力買取を申し込むにあたってお客さまが当社に申請され
た住宅をお客さまから譲り受けた方、当該住宅を借り受けた方を含みます。

14.規約の変更
（1）当社は、必要がある場合には、本規約（別表1および別表2を含みます。）の内容を任意に
変更できるものとします。本規約変更後は、お客さまの契約期間中であっても、変更後の
規約に従っていただくものとします。

（2）本規約を変更する場合、お客さまに当社Webサイトを通じて掲示する方法、書面により
通知をする方法、その他当社が適当であると判断する方法によりその内容を通知します。
当社Webサイトへ掲示する方法により通知する場合には、当社Webサイトへの掲示を
もって通知がお客さまに到達したものとみなします。なお、当社がお客さまに対し書面に

より通知をする場合は、申込書に記載された住所へ送付するものとし、当該書面の到達
に合理的に必要な時間の経過をもってお客さまに到達したものとみなします。

（3）消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率に基
づき、買取単価を変更します。

15.お客さま情報の取扱いおよびお客さまのご協力について
（1）お客さまの情報は適切に取り扱うとともに、当社グループ、東邦ガスくらしショップから
のお知らせ、商品やイベントのご案内の送付等に利用させていただく場合があります。

（2）お客さまの情報は、発電余剰電力買取の運用のために、必要な限りにおいて一般送配
電事業者、電力広域的運営推進機関、販売店・施工店等および業務委託先に提供させ
ていただく場合があります。

（3）当社は、3.（3）または（4）の事実を確認するため、一般送配電事業者より、お客さまの電
気受給契約の情報を取得する場合があります。

（4）お客さまおよび一般送配電事業者から当社が提供を受けた個人情報は、エネルギー消
費の分析や機器開発等に使用させていただきます。その場合、個 の々お客さまのデータ
は必ず統計的に処理するものとします。

（5）お客さまは、当社が発電余剰電力買取に関するアンケートを実施する場合、ご協力いた
だきます。

（6）その他、発電余剰電力買取に関する取材や取材内容のカタログ・ホームページ等への
掲載、余剰電力発電についてのPR等をお客さまにお願いする場合があります。

（7）上記に加え、関係法令、官公庁および一般送配電事業者からの指示に従い、当社はお
客さまの情報を当該官公庁および一般送配電事業者に対して報告できるものとします。

（8）お客さまには、一般送配電事業者が定める系統連系技術基準および託送供給等約款
を遵守していただきます。

16.当社の免責事項
次に定める事項の場合、当社は一切の責任を負わないこととします。
（1）地震等の天災が発生したことにより、または戦争、暴動等により非常事態が生じたこと
により、発電余剰電力買取の継続が困難になった場合。

（2）エネファームtypeSの故障や経年劣化等、エネファームtypeS本体に起因する事由、ま
た電圧上昇抑制機能等の動作によって買電量が減少した場合。

（3）一般送配電事業者からの検針値の提供が遅延したことにより、買電量および買電額の
お知らせならびに買電額の入金が遅延した場合。また、当社の責めによらない事由によ
り、一般送配電事業者より適切な検針値の提供が行われず、買電額の算定ができない
場合。

（4）お客さまのお申込み時の誤記、振込先口座の変更等により、買電額の入金ができなかっ
た場合。

（5）お客さまが本規約を遵守されないことにより損害等が生じた場合。
（6）その他、当社の責めによらない事由により、損害等が生じた場合。

17.その他
（1）発電余剰電力買取へのお申込みに際し、第三者への費用の支払いが発生する場合、お
客さまにご負担いただくものとします。

（2）今後、法令等の新設または改正によって、発電余剰電力に環境価値の権利を取得でき
るようになった場合は、この権利の帰属について、当社と協議していただきます。

2024年4月1日付にて、規約内容を一部変更いたします。 2024年4月1日以降は、以下の規約が適用されます。



1.目的
本規約は、東邦ガス株式会社（以下「当社」といいます。）による家庭用燃料電池コージェネ
レーションシステムtypeS（以下「エネファームtypeS」といいます。）の発電余剰電力の買取
りの条件および手続き等を定めることを目的といたします。

2.用語の定義
（1）エネファームとは、ガスを一次エネルギーとして電気化学反応により発電を行うとともに、
その際に発生する熱を利用する家庭用の熱電併給システムで、定格発電出力（機器容
量）が４00W以上５kW未満のものをいいます。

（2）「発電余剰電力」とは、エネファームtypeSの発電電力のうち、当該エネファームtypeSを
設置されたお客さまが自ら消費する電力を上回った電力のことをいいます。

（3）「買電量」とは、当社がお客さまから買取った発電余剰電力の量のことをいいます。なお、
買電量の単位は、1キロワット時（kWh）とします。

（4）「買電額」とは、買電量をもとに算定した、当社がお客さまから買取りを行った発電余剰
電力の代金額に、発電側課金に相当する額を加算した金額をいいます。

（5）「系統連系受電契約」とは、一般送配電事業者の託送供給等約款に基づき、当社が一
般送配電事業者を代理して、お客さまとの間で、発電量調整供給契約に基づき締結す
る契約で、一般送配電事業者が維持および運用する系統設備にお客さまの太陽光等
発電設備が連系し、その状態を維持すること（系統連系受電サービス）に係る契約をい
います。

（6）「発電側課金」とは、系統連系受電契約において、お客さまが、一般送配電事業者に支
払う系統連系受電サービス料金、延滞利息および契約超過金をいいます。

3.適用条件
当社が、お客さまの発電余剰電力を買い取るには、次の適用条件をすべて満たすことが必
要です。
（1）エネファームtypeSを設置した場所において、当社または当社がガス小売事業者となる
ガス取次事業者と都市ガス使用契約を締結しているお客さまで、発電余剰電力買取に
お申し込みいただくこと。

（2）別表1に定める「発電余剰電力買取　対象機種一覧表」に記載されている機種をお申
込み時点で設置済みであること、またはお申込み日から起算して６か月以内に設置する
こと。

（3）エネファームtypeSからの発電余剰電力量のみを、一般送配電事業者が設置する電力
量計で計量できること。すなわち、他の電力供給設備からの供給電力が当該電力量計
の計量値に含まれないこと。なお、差分計量は適用外。

（4）発電設備（太陽光発電等）または蓄電池を併設しないこと。

4.当社へのお申込み
（1）発電余剰電力買取の契約をご希望されるお客さまは、本規約をご承諾いただいた上で、
当社所定の様式により当社にお申し込みいただきます。また、あわせて当社が一般送配
電事業者に提出する系統連系手続きおよび発電量調整供給に関する書類作成にご協
力いただきます。

（2）当社はお客さまが3.に定める適用条件をすべて満たしていると判断した場合に、（1）の
お申込みを承諾します。

（3）当社は（1）のお申込みの承諾に先立って、一般送配電事業者に対し、発電量調整供給
に関する申請を行います。申請にあたり、お客さまは、お客さまの情報を提供することを
ご承諾いただいたものとします。

（4）当社は一般送配電事業者と協議の上、発電余剰電力の買取開始日を定めます。当該買
取開始日に、発電余剰電力買取の実施に必要となるエネファームtypeSの設定を行い
ます。

（5）発電余剰電力買取の実施に際し、エネファームtypeSの設定に係る費用が別途発生す
る場合、配線工事等の別途工事を行う場合、および一般送配電事業者より費用を請求
される場合等の当該費用はお客さまにご負担いただきます。

（6）（1）～（5）の定めにかかわらず、電力市場の変化、政策動向等、事業環境の変化等を理
由に、当社は発電余剰電力買取の新規申込みを休止もしくは中止し、または発電余剰
電力買取制度を廃止することがあります。

5.契約期間
（1）発電余剰電力買取の契約は4.（2）に基づき当社がお申込みを承諾し、4.（4）にある買取
開始日をもって契約成立日とします。

（2）契約期間は契約成立日から1年間とします。なお、契約期間満了日の3か月前までにお
客さまもしくは当社からの申し出がない場合は、自動的にさらに１年間延長されるものと
し、以降も同様としますが、（1）に定める最初の契約成立日から10年間を限度とします。
ただし、お客さまは、当該10年間の経過後に、当社との間で発電余剰電力買取に係る新
たな契約を改めて締結できるものとします。

6.買電額の計測・算定
（１）買電量は一般送配電事業者が行う検針により確定するものとし、検針値は当社が送配
電事業者から入手するものとします。

（2）買電額は一般送配電事業者が計量する毎月の買電量を元に、当該月の買取単価を乗
じた額および発電側課金に相当する金額に基づいて、当該年度についてまとめて算定
するものとします。なお、毎月の買電額の単位は1円とし、その端数は切り上げます。

（3）買取単価は、別表2に定める「発電余剰電力買取　買取単価表」に従うものとします。
（4）買電量の算定期間は原則として、毎月初日から末日までとします。
（5）お客さまと小売電気事業者との契約が未締結の場合、当社の責めによらない事由によ
り一般送配電事業者より適切な検針値の提供がされない場合等においては、買電額
が算定できないため買電量は0kWhとして取り扱います。

7.系統連系受電契約の締結等
（1）当社は、一般送配電事業者を代理して、お客さまとの間で、系統連系受電契約を締結し
ます。

（2）お客さまが新たに系統連系受電契約を希望される場合または当該契約の内容に変更
が生じる場合、お客さまが契約の締結または変更について、当社に対して申し出ていた
だきます。

（3）当社は、お客さまが系統連系受電契約の変更を当社に申し出た場合に、発電量調整供
給契約の変更として一般送配電事業者へ申し出ます。

（4）一般送配電事業者がお客さまとの系統連系受電契約を解約される場合、当該お客さ
まの発電場所に係る発電量調整供給契約を変更します。

（5）お客さまは、系統連系受電契約の消滅後に接続された電気は一般送配電事業者が無
償で受電することを承諾していただくものとします。

8.系統連系受電契約に係る料金の支払い方法
（1）お客さまの発電側課金についてはそのつど、お客さまから当社に支払いを行っていただ
きます。支払われた発電側課金についてはそのつど、当社から一般送配電事業者に支
払いを行います。ただし、次の場合には、一般送配電事業者が指定した金融機関を通じ
て一般送配電事業者の銀行口座への振込み等によりお客さまから一般送配電事業者
へ支払っていただきます。
［1］お客さまが料金を支払期日までに当社に支払われない場合
［2］お客さまの発電側課金が当社とお客さまとの間の発電余剰電力買取の契約に係る
料金を上回る場合で、当社とお客さまおよび当社と一般送配電事業者のそれぞれ
において合意がなされたとき

［3］その他一般送配電事業者が必要と認めた場合
（2）当社は、発電側課金をお客さまから受領し、お客さまに代わり一般送配電事業者に支
払うものとします。

（3）当社は、系統連系受電契約において、発電側課金をお客さまから受領し、一般送配電
事業者があらかじめ定める期日までの間、お客さまに代わり一般送配電事業者に引き
渡す業務を受託します。また、当該業務は、お客さまが直接一般送配電事業者に支払う
事項に該当した場合を除き、お客さまから無償で受託します。

（4）お客さまは、当社との間で、（1）に基づくお客さまの発電側課金の支払債務と当社の買
電額の支払債務を対当額で相殺することをあらかじめ合意するものとし、当社は、当該
合意に基づき、（1）に基づくお客さまの発電側課金の支払債務と当社の買電額の支払
債務を対当額で相殺します。

9.買電額の入金
（1）当社は、契約期間における毎年4月1日から翌年3月末日まで（この期間内に買取開始日
を含む月（以下「買取開始月」といいます。）が含まれる場合は、買取開始月から翌年3月
までとし、買取開始月が3月である場合は3月のみとします。また本契約の終了月が含ま
れる場合は、当該契約終了月までとします。）の買電量をまとめて、翌年の6月末日までに
相殺後の買電額をお客さま指定の振込先口座へ入金してお支払いいたします。

（2）相殺後の買電額のお支払いは金融機関への口座振込のみによるものとします。
（3）お客さま都合による入金回数ならびに入金時期の変更はできません。ただし、振込先口
座の変更は可能です。

（4）買電量および相殺後の買電額については、お申込み時にご登録いただいたお客さまの
メールアドレス、当社Ｗｅｂサイト等を通じてお知らせします。また、当社にご連絡いただ
ければ口頭にてお知らせします。その他の対応はいたしません。

（5）当社と都市ガス使用契約もしくは電気受給契約またはその両方を締結し、その料金を
お支払い期限内にお支払いいただけなかった場合、ガス料金もしくは電気料金または
その両方の料金のお支払いがなされるまで、相殺後の買電額のお支払いを留保させて
いただく場合があります。

10.設置確認等
（1）当社は、お客さまのエネファームtypeS等の設置の有無および使用状況を確認させて
いただく場合があります。この場合には、お客さまには、正当な事由がない限り、当社また
はエネファームtypeSの販売店・施工店によるお客さまの敷地および住宅への立入りを
承諾していただきます。

（2）発電余剰電力買取の実施に必要なエネファームtypeSの設定は、当社またはエネ
ファームtypeSの販売店・施工店等にて実施します。お客さまご自身で設定することは
できません。

（3）買電額の振込先口座等、お客さまの情報に変更がある場合は、すみやかに当社までご
連絡ください。

（4）エネファームtypeSを撤去する場合、再生可能エネルギーの固定買取制度の対象とな
る発電設備を併設する場合等、3.に定める適用条件を満たさなくなる変更の場合は、
必ず当該変更前に当社に連絡していただきます。その際、必要な手続きがある場合は、
別途お客さまに連絡させていただきます。

11.買取りの停止
（1）次のいずれかに該当する場合、当社は発電余剰電力の買取りを一時的に停止すること
ができます。
［1］お客さまがご契約されている小売電気事業者への債務不履行により、電気の供給
が停止された場合。

［2］一般送配電事業者の都合により、電気の供給が制限または停止された場合。
［3］お客さまが一般送配電事業者が定める託送供給等約款における発電者に係る事
項を遵守せず、発電量調整供給を停止された場合。

［4］エネルギー価格の高騰等、一時的な事業環境の変化等を理由に、やむを得ず、当社
が発電余剰電力の買取りを一時的に停止させていただかざるを得ないと判断した
場合。

（2）買取りの停止にあたり、当社はお客さまのエネファームtypeSにおいて、買取りを停止す
るための適当な設定変更等を実施することができるものとし、必要に応じてお客さまに
はこれにご協力いただきます。

（3）買取りの停止は、（1）［1］～［3］に該当する場合、当該事項が判明した時点ですみやか
に実施します。また、（1）［4］に該当する場合、書面にて買取停止の３か月前にお知らせ
します。

12.契約の解除
（1）お客さまは任意に発電余剰電力買取の契約を解除することができるものとします。
（2）次のいずれかに該当する場合、当社は発電余剰電力買取の契約を解除することができ
るものとします。

［1］お客さまが3.に定める適用条件のいずれかを満たせなくなった場合。
［2］お客さまが本規約についての重大な違反を行った場合または当社に虚偽の申請を
行った場合。

［3］その他、当社が不適切と判断する行為をお客さまが行われた場合。
［4］発電余剰電力買取の停止期間の長期化、電力市場の変化、政策動向等、事業環境
の変化等を理由に、やむを得ず、当社が発電余剰電力買取に係る契約を解除させて
いただかざるを得ないと判断した場合。

（3）発電余剰電力買取の契約を解除するにあたり、（1）に示す場合には、お客さまは当社所
定の様式により当社に対して発電余剰電力買取契約の解除を申請いただきます。あわ
せて送配電事業者に対して系統連系手続きおよび発電量調整供給の契約解除に伴う
書類作成にご協力いただきます。

（4）（1）～（3）に定める発電余剰電力買取契約の解除は、（1）についてはお客さまによる契
約解除の申請があったとき、および（2）［1］～［3］については当該事項が判明したときに、
それぞれすみやかに実施できるものとします。（2）［4］については書面にて発電余剰電力
買取の契約解除の３か月前にお知らせします。

（5）当社は一般送配電事業者との協議のうえ、買取終了日を定めます。エネファームtypeS
をお使いいただく場合は、当社はお客さまのエネファームtypeSにおいて、契約を解除す
るために必要な設定を実施します。なお、（2）［2］［3］の場合、別途定める標準的な実費
をご負担いただきます。

（6）発電余剰電力買取の終了日は、発電余剰電力買取契約の解除日とします。
（７）当社は発電余剰電力買取の契約解除日までの買電額を、7.（1）に定める手続きにより、
お客さま指定の振込先口座へ入金いたします。

（8）お客さまが（2）［1］［2］および11.の定めに反した場合、その事由が発生した日以降の買
電量を0kWhとして取り扱う場合があります。なお、その事由が発生した日以降分の買
電額の入金が行われている場合、当該過入金分を当社に対してご返金いただきます。

（9）お客さまが、9.に定める発電余剰電力買取の停止、または（1）～（8）に定める契約の解
除に係る手続きを実施いただけない場合、当社はお客さまの同意なく、一般送配電事
業者との系統連系手続きおよび発電量調整供給の解除に係る手続きを行うとともに、
お客さまのエネファームtypeSの適当な設定変更等（お客さまの敷地および住宅への
立入りも含みます。）を実施できるものとします。

13.権利義務の譲渡等の禁止
お客さまは、この発電余剰電力買取により生ずる権利または義務を同居されているご家族
もしくは相続人以外の第三者に譲渡し、承継し、またはその権利を担保に供してはならない
ものとします。
なお、この第三者には、発電余剰電力買取を申し込むにあたってお客さまが当社に申請され
た住宅をお客さまから譲り受けた方、当該住宅を借り受けた方を含みます。

14.規約の変更
（1）当社は、必要がある場合には、本規約（別表1および別表2を含みます。）の内容を任意に
変更できるものとします。本規約変更後は、お客さまの契約期間中であっても、変更後の
規約に従っていただくものとします。

（2）本規約を変更する場合、お客さまに当社Webサイトを通じて掲示する方法、書面により
通知をする方法、その他当社が適当であると判断する方法によりその内容を通知します。
当社Webサイトへ掲示する方法により通知する場合には、当社Webサイトへの掲示を
もって通知がお客さまに到達したものとみなします。なお、当社がお客さまに対し書面に

より通知をする場合は、申込書に記載された住所へ送付するものとし、当該書面の到達
に合理的に必要な時間の経過をもってお客さまに到達したものとみなします。

（3）消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率に基
づき、買取単価を変更します。

15.お客さま情報の取扱いおよびお客さまのご協力について
（1）お客さまの情報は適切に取り扱うとともに、当社グループ、東邦ガスくらしショップから
のお知らせ、商品やイベントのご案内の送付等に利用させていただく場合があります。

（2）お客さまの情報は、発電余剰電力買取の運用のために、必要な限りにおいて一般送配
電事業者、電力広域的運営推進機関、販売店・施工店等および業務委託先に提供させ
ていただく場合があります。

（3）当社は、3.（3）または（4）の事実を確認するため、一般送配電事業者より、お客さまの電
気受給契約の情報を取得する場合があります。

（4）お客さまおよび一般送配電事業者から当社が提供を受けた個人情報は、エネルギー消
費の分析や機器開発等に使用させていただきます。その場合、個 の々お客さまのデータ
は必ず統計的に処理するものとします。

（5）お客さまは、当社が発電余剰電力買取に関するアンケートを実施する場合、ご協力いた
だきます。

（6）その他、発電余剰電力買取に関する取材や取材内容のカタログ・ホームページ等への
掲載、余剰電力発電についてのPR等をお客さまにお願いする場合があります。

（7）上記に加え、関係法令、官公庁および一般送配電事業者からの指示に従い、当社はお
客さまの情報を当該官公庁および一般送配電事業者に対して報告できるものとします。

（8）お客さまには、一般送配電事業者が定める系統連系技術基準および託送供給等約款
を遵守していただきます。

16.当社の免責事項
次に定める事項の場合、当社は一切の責任を負わないこととします。
（1）地震等の天災が発生したことにより、または戦争、暴動等により非常事態が生じたこと
により、発電余剰電力買取の継続が困難になった場合。

（2）エネファームtypeSの故障や経年劣化等、エネファームtypeS本体に起因する事由、ま
た電圧上昇抑制機能等の動作によって買電量が減少した場合。

（3）一般送配電事業者からの検針値の提供が遅延したことにより、買電量および買電額の
お知らせならびに買電額の入金が遅延した場合。また、当社の責めによらない事由によ
り、一般送配電事業者より適切な検針値の提供が行われず、買電額の算定ができない
場合。

（4）お客さまのお申込み時の誤記、振込先口座の変更等により、買電額の入金ができなかっ
た場合。

（5）お客さまが本規約を遵守されないことにより損害等が生じた場合。
（6）その他、当社の責めによらない事由により、損害等が生じた場合。

17.その他
（1）発電余剰電力買取へのお申込みに際し、第三者への費用の支払いが発生する場合、お
客さまにご負担いただくものとします。

（2）今後、法令等の新設または改正によって、発電余剰電力に環境価値の権利を取得でき
るようになった場合は、この権利の帰属について、当社と協議していただきます。

1.適用
本対象機種一覧表は、当社が実施する発電余剰電力買取制度の対象機
種を定めるものです。

2.対象機種
対象機種のメーカーおよび型式は燃料電池発電ユニットにて規定しま
す。なお、エネファームtypeSに接続する給湯器または暖房給湯器、リモ
コン等の組合せは、原則として、当社が指定しているものとしますが、そ
の他当社が定める事項がある場合は「別途、定める事項」に記載します。

3.変更
対象機種に変更がある場合は、本規約の12.（2）に従い、お客さまに通
知させていただきます。

【別表1】 発電余剰電力買取 対象機種一覧表

1.適用
本買取単価表は、当社が実施する発電余剰電力買取の買取単価を定めるものです。

2.買取単価
買取単価は、当社のガス料金算定にあたっての平均原料価格に応じて、以下の式により算定します。

※消費税率とは、消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいいます。
※本規約の6.（2）で算定される買取額に含まれる消費税相当額（消費税法の規定により課される消費
税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額）は下式により算定します。

　買取額に含まれる消費税相当額（1円未満の端数切り捨て）＝買取額×消費税率／（1+消費税率）

3.変更
買取単価に変更がある場合は、本規約の12.（2）に従い、お客さまに通知させていただきます。

【別表2】 発電余剰電力買取 買取単価表

メーカー 燃料電池発電ユニットの型式 別途、定める事項

東邦ガス（株）

NT-0722ARS-KBC
NT-0722ARS-KBDC
NT-0720ARS-KC
NT-0720ARS-KBC
NT-0718ARS-KC
NT-0718ARS-KBC
NT-0716ARS-KC
NT-0716ARS-KBC

（特になし）

買取単価

備考

6.06＋0.120×平均原料価格（円/㌧）÷1,000　（円/kWh）（単価は毎月変動します。）

（1）消費税を含む額です。
（2）上記で算定される値の小数点第３位以下の端数は切り上げます。
（3）買取額算定にあたって月毎に定める平均原料価格は、当社のガス料金算定にあ

たっての平均原料価格に準じます。



エネファームtypeS発電余剰電力買取規約　2023.10
1.目的
本規約は、東邦ガス株式会社（以下「当社」といいます。）による家庭用燃料電池コー
ジェネレーションシステムtypeS（以下「エネファームtypeS」といいます。）の発電余剰
電力の買取りの条件および手続き等を定めることを目的といたします。

2.用語の定義
（1）エネファームとは、ガスを一次エネルギーとして電気化学反応により発電を行うとと

もに、その際に発生する熱を利用する家庭用の熱電併給システムで、定格発電出力
（機器容量）が４00W以上５kW未満のものをいいます。

（2）「発電余剰電力」とは、エネファームtypeSの発電電力のうち、当該エネファーム
typeSを設置されたお客さまが自ら消費する電力を上回った電力のことをいいます。

（3）「買電」とは、当社がお客さまから買取りを行った発電余剰電力のことをいいます。

3.適用条件
当社が、お客さまの発電余剰電力を買い取るには、次の適用条件をすべて満たすことが
必要です。
（1）エネファームtypeSを設置した場所において、当社または当社がガス小売事業者と

なるガス取次事業者と都市ガス使用契約を締結しているお客さまで、発電余剰電
力買取にお申し込みいただくこと。

（2）別表1に定める「発電余剰電力買取　対象機種一覧表」に記載されている機種をお
申込み時点で設置済みであること、またはお申込み日から起算して６か月以内に設
置すること。

（3）エネファームtypeSからの発電余剰電力量のみを、送配電事業者が設置する電力
量計で計量できること。すなわち、他の電力供給設備からの供給電力が当該電力量
計の計量値に含まれないこと。なお、差分計量は適用外。

（4）発電設備（太陽光発電等）または蓄電池を併設しないこと。

4.当社へのお申込み
（1）発電余剰電力買取の契約をご希望されるお客さまは、本規約をご承諾いただいた上

で、当社所定の様式により当社にお申し込みいただきます。また、あわせて当社が送
配電事業者に提出する系統連系手続きおよび発電量調整供給に関する書類作成
にご協力いただきます。

（2）当社はお客さまが3.に定める適用条件をすべて満たしていると判断した場合に、
（1）のお申込みを承諾します。

（3）当社は（1）のお申込みの承諾に先立って、送配電事業者に対し、発電量調整供給に
関する申請を行います。申請にあたり、お客さまは、お客さまの情報を提供すること
をご承諾いただいたものとします。

（4）当社は送配電事業者と協議の上、発電余剰電力の買取開始日を定めます。当該買
取開始日に、発電余剰電力買取の実施に必要となるエネファームtypeSの設定を
行います。

（5）発電余剰電力買取の実施に際し、エネファームtypeSの設定に係る費用が別途発
生する場合、配線工事等の別途工事を行う場合、および送配電事業者より費用を
請求される場合等の当該費用はお客さまにご負担いただきます。

（6）（1）～（5）の定めにかかわらず、電力市場の変化、政策動向等、事業環境の変化等
を理由に、当社は発電余剰電力買取の新規申込みを休止もしくは中止し、または発
電余剰電力買取制度を廃止することがあります。

5.契約期間
（1）発電余剰電力買取の契約は4.（2）に基づき当社がお申込みを承諾し、4.（4）にある

買取開始日をもって契約成立日とします。
（2）契約期間は契約成立日から1年間とします。なお、契約期間満了日の3か月前までに

お客さまもしくは当社からの申し出がない場合は、自動的にさらに１年間延長される
ものとし、以降も同様としますが、（1）に定める最初の契約成立日から10年間を限
度とします。ただし、お客さまは、当該10年間の経過後に、当社との間で発電余剰電
力買取に係る新たな契約を改めて締結できるものとします。

6.買電額の計測・算定
（１）買電量は送配電事業者が行う検針により確定するものとし、検針値は当社が送配

電事業者から入手するものとします。
（2）買電額は送配電事業者が計量する毎月の買電量を元に、当該月の「買取単価×買電

量」により算定するものとします。なお、毎月の買電額の単位は1円とし、その端数は
切り上げます。

（3）買取単価は、別表2に定める「発電余剰電力買取　買取単価表」に従うものとします。
（4）買電量の算定期間は原則として、毎月初日から末日までとします。
（5）お客さまと小売電気事業者との契約が未締結の場合、当社の責めによらない事由

により送配電事業者より適切な検針値の提供がされない場合等においては、買電
額が算定できないため0円として取り扱います。

7.買電額の入金
（1）当社は、契約期間における毎年4月1日から翌年3月末日まで（この期間内に買取開

始日を含む月（以下「買取開始月」といいます。）が含まれる場合は、買取開始月から
翌年3月までとし、買取開始月が3月である場合は3月のみとします。また本契約の終
了月が含まれる場合は、当該契約終了月までとします。）の買電量をまとめて、翌年の
6月末日までに買電額をお客さま指定の振込先口座へ入金してお支払いいたします。

（2）買電額のお支払いは金融機関への口座振込のみによるものとします。
（3）お客さま都合による入金回数ならびに入金時期の変更はできません。ただし、振込

先口座の変更は可能です。
（4）買電量および買電額については、お申込み時にご登録いただいたお客さまのメール

アドレス、当社Ｗｅｂサイト等を通じてお知らせします。また、当社にご連絡いただけ
れば口頭にてお知らせします。その他の対応はいたしません。

（5）当社と都市ガス使用契約もしくは電気受給契約またはその両方を締結し、その料金
をお支払い期限内にお支払いいただけなかった場合、ガス料金もしくは電気料金ま
たはその両方の料金のお支払いがなされるまで、買電額のお支払いを留保させてい
ただく場合があります。

8.設置確認等
（1）当社は、お客さまのエネファームtypeS等の設置の有無および使用状況を確認させ

ていただく場合があります。この場合には、お客さまには、正当な事由がない限り、当
社またはエネファームtypeSの販売店・施工店によるお客さまの敷地および住宅へ
の立入りを承諾していただきます。

（2）発電余剰電力買取の実施に必要なエネファームtypeSの設定は、当社またはエネ
ファームtypeSの販売店・施工店等にて実施します。お客さまご自身で設定すること
はできません。

（3）買電額の振込先口座等、お客さまの情報に変更がある場合は、すみやかに当社まで
ご連絡ください。

（4）エネファームtypeSを撤去する場合、再生可能エネルギーの固定買取制度の対象
となる発電設備を併設する場合等、3.に定める適用条件を満たさなくなる変更の場
合は、必ず当該変更前に当社に連絡していただきます。その際、必要な手続きがある
場合は、別途お客さまに連絡させていただきます。

9.買取りの停止
（1）次のいずれかに該当する場合、当社は発電余剰電力の買取りを一時的に停止する

ことができます。
[1]お客さまがご契約されている小売電気事業者への債務不履行により、電気の供
給が停止された場合。

[2]送配電事業者の都合により、電気の供給が制限または停止された場合。
[3]お客さまが送配電事業者が定める託送供給等約款における発電者に係る事項
を遵守せず、発電量調整供給を停止された場合。

[4]エネルギー価格の高騰等、一時的な事業環境の変化等を理由に、やむを得ず、
当社が発電余剰電力の買取りを一時的に停止させていただかざるを得ないと判
断した場合。

（2）買取りの停止にあたり、当社はお客さまのエネファームtypeSにおいて、買取りを停
止するための適当な設定変更等を実施することができるものとし、必要に応じてお
客さまにはこれにご協力いただきます。

（3）買取りの停止は、（1）[1]～[3]に該当する場合、当該事項が判明した時点ですみや
かに実施します。また、（1）[4]に該当する場合、書面にて買取停止の３か月前にお知
らせします。

10.契約の解除
（1）お客さまは任意に発電余剰電力買取の契約を解除することができるものとします。
（2）次のいずれかに該当する場合、当社は発電余剰電力買取の契約を解除することがで

きるものとします。
[1]お客さまが3．に定める適用条件のいずれかを満たせなくなった場合。
[2]お客さまが本規約についての重大な違反を行った場合または当社に虚偽の申請
を行った場合。

[3]その他、当社が不適切と判断する行為をお客さまが行われた場合。
[4]発電余剰電力買取の停止期間の長期化、電力市場の変化、政策動向等、事業環
境の変化等を理由に、やむを得ず、当社が発電余剰電力買取に係る契約を解除
させていただかざるを得ないと判断した場合。

（3）発電余剰電力買取の契約を解除するにあたり、（1）に示す場合には、お客さまは当
社所定の様式により当社に対して発電余剰電力買取契約の解除を申請いただきま
す。あわせて送配電事業者に対して系統連系手続きおよび発電量調整供給の契約
解除に伴う書類作成にご協力いただきます。

（4）（1）～（3）に定める発電余剰電力買取契約の解除は、（1）についてはお客さまによ
る契約解除の申請があったとき、および（2）[1]～[3]については当該事項が判明し
たときに、それぞれすみやかに実施できるものとします。（2）[4]については書面にて
発電余剰電力買取の契約解除の３か月前にお知らせします。

（5）当社は送配電事業者との協議のうえ、買取終了日を定めます。エネファームtypeS
をお使いいただく場合は、当社はお客さまのエネファームtypeSにおいて、契約を解
除するために必要な設定を実施します。なお、（2）[2][3]の場合、別途定める標準的
な実費をご負担いただきます。

（6）発電余剰電力買取の終了日は、発電余剰電力買取契約の解除日とします。
（７）当社は発電余剰電力買取の契約解除日までの買電額を、7.（1）に定める手続きによ

り、お客さま指定の振込先口座へ入金いたします。
（8）お客さまが（2）[1][2]および11．の定めに反した場合、その事由が発生した日以降

の買取単価を0円/kWhとして取り扱う場合があります。なお、その事由が発生した
日以降分の買電額の入金が行われている場合、当該過入金分を当社に対してご返
金いただきます。

（9）お客さまが、9．に定める発電余剰電力買取の停止、または(1)～(8)に定める契約の
解除に係る手続きを実施いただけない場合、当社はお客さまの同意なく、送配電事
業者との系統連系手続きおよび発電量調整供給の解除に係る手続きを行うととも
に、お客さまのエネファームtypeSの適当な設定変更等（お客さまの敷地および住
宅への立入りも含みます。）を実施できるものとします。

1１.権利義務の譲渡等の禁止
お客さまは、この発電余剰電力買取により生ずる権利または義務を同居されているご家
族もしくは相続人以外の第三者に譲渡し、承継し、またはその権利を担保に供してはな
らないものとします。
なお、この第三者には、発電余剰電力買取を申し込むにあたってお客さまが当社に申請
された住宅をお客さまから譲り受けた方、当該住宅を借り受けた方を含みます。

12.規約の変更
（1）当社は、必要がある場合には、本規約（別表1および別表2を含みます。）の内容を任

意に変更できるものとします。本規約変更後は、お客さまの契約期間中であっても、
変更後の規約に従っていただくものとします。

（2）本規約を変更する場合、お客さまに当社Webサイトを通じて掲示する方法、書面に
より通知をする方法、その他当社が適当であると判断する方法によりその内容を通
知します。当社Webサイトへ掲示する方法により通知する場合には、当社Webサイ

トへの掲示をもって通知がお客さまに到達したものとみなします。なお、当社がお客
さまに対し書面により通知をする場合は、申込書に記載された住所へ送付するもの
とし、当該書面の到達に合理的に必要な時間の経過をもってお客さまに到達したも
のとみなします。

（3）消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率に
基づき、買取単価を変更します。

13.お客さま情報の取扱いおよびお客さまのご協力について
（1）お客さまの情報は適切に取り扱うとともに、東邦ガスグループ、当社販売・サービス

店等からのお知らせ、商品やイベントのご案内の送付等に利用させていただく場合
があります。

（2）お客さまの情報は、発電余剰電力買取の運用のために、必要な限りにおいて送配電
事業者、電力広域的運営推進機関、販売店・施工店等および業務委託先に提供さ
せていただく場合があります。

（3）当社は、3．（3）または（4）の事実を確認するため、送配電事業者より、お客さまの電
気受給契約の情報を取得する場合があります。

（4）お客さまおよび送配電事業者から当社が提供を受けた個人情報は、エネルギー消
費の分析や機器開発等に使用させていただきます。その場合、個々のお客さまの
データは必ず統計的に処理するものとします。

（5）お客さまは、当社が発電余剰電力買取に関するアンケートを実施する場合、ご協力
いただきます。

（6）その他、発電余剰電力買取に関する取材や取材内容のカタログ・ホームページ等へ
の掲載、余剰電力発電についてのPR等をお客さまにお願いする場合があります。

（7）上記に加え、関係法令、官公庁および送配電事業者からの指示に従い、当社はお客

さまの情報を当該官公庁および送配電事業者に対して報告できるものとします。
（8）お客さまには、送配電事業者が定める系統連系技術基準および託送供給等約款を

遵守していただきます。

14.当社の免責事項
次に定める事項の場合、当社は一切の責任を負わないこととします。
（1）地震等の天災が発生したことにより、または戦争、暴動等により非常事態が生じた

ことにより、発電余剰電力買取の継続が困難になった場合。
（2）エネファームtypeSの故障や経年劣化等、エネファームtypeS本体に起因する事由、

また電圧上昇抑制機能等の動作によって買電量が減少した場合。
（3）送配電事業者からの検針値の提供が遅延したことにより、買電量および買電額のお

知らせならびに買電額の入金が遅延した場合。また、当社の責めによらない事由に
より、送配電事業者より適切な検針値の提供が行われず、買電額の算定ができない
場合。

（4）お客さまのお申込み時の誤記、振込先口座の変更等により、買電額の入金ができな
かった場合。

（5）お客さまが本規約を遵守されないことにより損害等が生じた場合。
（6）その他、当社の責めによらない事由により、損害等が生じた場合。

15.その他
（1）発電余剰電力買取へのお申込みに際し、第三者への費用の支払いが発生する場合、

お客さまにご負担いただくものとします。
（2）今後、法令等の新設または改正によって、発電余剰電力に環境価値の権利を取得

できるようになった場合は、この権利の帰属について、当社と協議していただきます。

2024年3月31日までは、以下の規約が適用されます。 



1.目的
本規約は、東邦ガス株式会社（以下「当社」といいます。）による家庭用燃料電池コー
ジェネレーションシステムtypeS（以下「エネファームtypeS」といいます。）の発電余剰
電力の買取りの条件および手続き等を定めることを目的といたします。

2.用語の定義
（1）エネファームとは、ガスを一次エネルギーとして電気化学反応により発電を行うとと

もに、その際に発生する熱を利用する家庭用の熱電併給システムで、定格発電出力
（機器容量）が４00W以上５kW未満のものをいいます。

（2）「発電余剰電力」とは、エネファームtypeSの発電電力のうち、当該エネファーム
typeSを設置されたお客さまが自ら消費する電力を上回った電力のことをいいます。

（3）「買電」とは、当社がお客さまから買取りを行った発電余剰電力のことをいいます。

3.適用条件
当社が、お客さまの発電余剰電力を買い取るには、次の適用条件をすべて満たすことが
必要です。
（1）エネファームtypeSを設置した場所において、当社または当社がガス小売事業者と

なるガス取次事業者と都市ガス使用契約を締結しているお客さまで、発電余剰電
力買取にお申し込みいただくこと。

（2）別表1に定める「発電余剰電力買取　対象機種一覧表」に記載されている機種をお
申込み時点で設置済みであること、またはお申込み日から起算して６か月以内に設
置すること。

（3）エネファームtypeSからの発電余剰電力量のみを、送配電事業者が設置する電力
量計で計量できること。すなわち、他の電力供給設備からの供給電力が当該電力量
計の計量値に含まれないこと。なお、差分計量は適用外。

（4）発電設備（太陽光発電等）または蓄電池を併設しないこと。

4.当社へのお申込み
（1）発電余剰電力買取の契約をご希望されるお客さまは、本規約をご承諾いただいた上

で、当社所定の様式により当社にお申し込みいただきます。また、あわせて当社が送
配電事業者に提出する系統連系手続きおよび発電量調整供給に関する書類作成
にご協力いただきます。

（2）当社はお客さまが3.に定める適用条件をすべて満たしていると判断した場合に、
（1）のお申込みを承諾します。

（3）当社は（1）のお申込みの承諾に先立って、送配電事業者に対し、発電量調整供給に
関する申請を行います。申請にあたり、お客さまは、お客さまの情報を提供すること
をご承諾いただいたものとします。

（4）当社は送配電事業者と協議の上、発電余剰電力の買取開始日を定めます。当該買
取開始日に、発電余剰電力買取の実施に必要となるエネファームtypeSの設定を
行います。

（5）発電余剰電力買取の実施に際し、エネファームtypeSの設定に係る費用が別途発
生する場合、配線工事等の別途工事を行う場合、および送配電事業者より費用を
請求される場合等の当該費用はお客さまにご負担いただきます。

（6）（1）～（5）の定めにかかわらず、電力市場の変化、政策動向等、事業環境の変化等
を理由に、当社は発電余剰電力買取の新規申込みを休止もしくは中止し、または発
電余剰電力買取制度を廃止することがあります。

5.契約期間
（1）発電余剰電力買取の契約は4.（2）に基づき当社がお申込みを承諾し、4.（4）にある

買取開始日をもって契約成立日とします。
（2）契約期間は契約成立日から1年間とします。なお、契約期間満了日の3か月前までに

お客さまもしくは当社からの申し出がない場合は、自動的にさらに１年間延長される
ものとし、以降も同様としますが、（1）に定める最初の契約成立日から10年間を限
度とします。ただし、お客さまは、当該10年間の経過後に、当社との間で発電余剰電
力買取に係る新たな契約を改めて締結できるものとします。

6.買電額の計測・算定
（１）買電量は送配電事業者が行う検針により確定するものとし、検針値は当社が送配

電事業者から入手するものとします。
（2）買電額は送配電事業者が計量する毎月の買電量を元に、当該月の「買取単価×買電

量」により算定するものとします。なお、毎月の買電額の単位は1円とし、その端数は
切り上げます。

（3）買取単価は、別表2に定める「発電余剰電力買取　買取単価表」に従うものとします。
（4）買電量の算定期間は原則として、毎月初日から末日までとします。
（5）お客さまと小売電気事業者との契約が未締結の場合、当社の責めによらない事由

により送配電事業者より適切な検針値の提供がされない場合等においては、買電
額が算定できないため0円として取り扱います。

7.買電額の入金
（1）当社は、契約期間における毎年4月1日から翌年3月末日まで（この期間内に買取開

始日を含む月（以下「買取開始月」といいます。）が含まれる場合は、買取開始月から
翌年3月までとし、買取開始月が3月である場合は3月のみとします。また本契約の終
了月が含まれる場合は、当該契約終了月までとします。）の買電量をまとめて、翌年の
6月末日までに買電額をお客さま指定の振込先口座へ入金してお支払いいたします。

（2）買電額のお支払いは金融機関への口座振込のみによるものとします。
（3）お客さま都合による入金回数ならびに入金時期の変更はできません。ただし、振込

先口座の変更は可能です。
（4）買電量および買電額については、お申込み時にご登録いただいたお客さまのメール

アドレス、当社Ｗｅｂサイト等を通じてお知らせします。また、当社にご連絡いただけ
れば口頭にてお知らせします。その他の対応はいたしません。

（5）当社と都市ガス使用契約もしくは電気受給契約またはその両方を締結し、その料金
をお支払い期限内にお支払いいただけなかった場合、ガス料金もしくは電気料金ま
たはその両方の料金のお支払いがなされるまで、買電額のお支払いを留保させてい
ただく場合があります。

8.設置確認等
（1）当社は、お客さまのエネファームtypeS等の設置の有無および使用状況を確認させ

ていただく場合があります。この場合には、お客さまには、正当な事由がない限り、当
社またはエネファームtypeSの販売店・施工店によるお客さまの敷地および住宅へ
の立入りを承諾していただきます。

（2）発電余剰電力買取の実施に必要なエネファームtypeSの設定は、当社またはエネ
ファームtypeSの販売店・施工店等にて実施します。お客さまご自身で設定すること
はできません。

（3）買電額の振込先口座等、お客さまの情報に変更がある場合は、すみやかに当社まで
ご連絡ください。

（4）エネファームtypeSを撤去する場合、再生可能エネルギーの固定買取制度の対象
となる発電設備を併設する場合等、3.に定める適用条件を満たさなくなる変更の場
合は、必ず当該変更前に当社に連絡していただきます。その際、必要な手続きがある
場合は、別途お客さまに連絡させていただきます。

9.買取りの停止
（1）次のいずれかに該当する場合、当社は発電余剰電力の買取りを一時的に停止する

ことができます。
[1]お客さまがご契約されている小売電気事業者への債務不履行により、電気の供
給が停止された場合。

[2]送配電事業者の都合により、電気の供給が制限または停止された場合。
[3]お客さまが送配電事業者が定める託送供給等約款における発電者に係る事項
を遵守せず、発電量調整供給を停止された場合。

[4]エネルギー価格の高騰等、一時的な事業環境の変化等を理由に、やむを得ず、
当社が発電余剰電力の買取りを一時的に停止させていただかざるを得ないと判
断した場合。

（2）買取りの停止にあたり、当社はお客さまのエネファームtypeSにおいて、買取りを停
止するための適当な設定変更等を実施することができるものとし、必要に応じてお
客さまにはこれにご協力いただきます。

（3）買取りの停止は、（1）[1]～[3]に該当する場合、当該事項が判明した時点ですみや
かに実施します。また、（1）[4]に該当する場合、書面にて買取停止の３か月前にお知
らせします。

10.契約の解除
（1）お客さまは任意に発電余剰電力買取の契約を解除することができるものとします。
（2）次のいずれかに該当する場合、当社は発電余剰電力買取の契約を解除することがで

きるものとします。
[1]お客さまが3．に定める適用条件のいずれかを満たせなくなった場合。
[2]お客さまが本規約についての重大な違反を行った場合または当社に虚偽の申請
を行った場合。

[3]その他、当社が不適切と判断する行為をお客さまが行われた場合。
[4]発電余剰電力買取の停止期間の長期化、電力市場の変化、政策動向等、事業環
境の変化等を理由に、やむを得ず、当社が発電余剰電力買取に係る契約を解除
させていただかざるを得ないと判断した場合。

（3）発電余剰電力買取の契約を解除するにあたり、（1）に示す場合には、お客さまは当
社所定の様式により当社に対して発電余剰電力買取契約の解除を申請いただきま
す。あわせて送配電事業者に対して系統連系手続きおよび発電量調整供給の契約
解除に伴う書類作成にご協力いただきます。

（4）（1）～（3）に定める発電余剰電力買取契約の解除は、（1）についてはお客さまによ
る契約解除の申請があったとき、および（2）[1]～[3]については当該事項が判明し
たときに、それぞれすみやかに実施できるものとします。（2）[4]については書面にて
発電余剰電力買取の契約解除の３か月前にお知らせします。

（5）当社は送配電事業者との協議のうえ、買取終了日を定めます。エネファームtypeS
をお使いいただく場合は、当社はお客さまのエネファームtypeSにおいて、契約を解
除するために必要な設定を実施します。なお、（2）[2][3]の場合、別途定める標準的
な実費をご負担いただきます。

（6）発電余剰電力買取の終了日は、発電余剰電力買取契約の解除日とします。
（７）当社は発電余剰電力買取の契約解除日までの買電額を、7.（1）に定める手続きによ

り、お客さま指定の振込先口座へ入金いたします。
（8）お客さまが（2）[1][2]および11．の定めに反した場合、その事由が発生した日以降

の買取単価を0円/kWhとして取り扱う場合があります。なお、その事由が発生した
日以降分の買電額の入金が行われている場合、当該過入金分を当社に対してご返
金いただきます。

（9）お客さまが、9．に定める発電余剰電力買取の停止、または(1)～(8)に定める契約の
解除に係る手続きを実施いただけない場合、当社はお客さまの同意なく、送配電事
業者との系統連系手続きおよび発電量調整供給の解除に係る手続きを行うととも
に、お客さまのエネファームtypeSの適当な設定変更等（お客さまの敷地および住
宅への立入りも含みます。）を実施できるものとします。

1１.権利義務の譲渡等の禁止
お客さまは、この発電余剰電力買取により生ずる権利または義務を同居されているご家
族もしくは相続人以外の第三者に譲渡し、承継し、またはその権利を担保に供してはな
らないものとします。
なお、この第三者には、発電余剰電力買取を申し込むにあたってお客さまが当社に申請
された住宅をお客さまから譲り受けた方、当該住宅を借り受けた方を含みます。

12.規約の変更
（1）当社は、必要がある場合には、本規約（別表1および別表2を含みます。）の内容を任

意に変更できるものとします。本規約変更後は、お客さまの契約期間中であっても、
変更後の規約に従っていただくものとします。

（2）本規約を変更する場合、お客さまに当社Webサイトを通じて掲示する方法、書面に
より通知をする方法、その他当社が適当であると判断する方法によりその内容を通
知します。当社Webサイトへ掲示する方法により通知する場合には、当社Webサイ

トへの掲示をもって通知がお客さまに到達したものとみなします。なお、当社がお客
さまに対し書面により通知をする場合は、申込書に記載された住所へ送付するもの
とし、当該書面の到達に合理的に必要な時間の経過をもってお客さまに到達したも
のとみなします。

（3）消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率に
基づき、買取単価を変更します。

13.お客さま情報の取扱いおよびお客さまのご協力について
（1）お客さまの情報は適切に取り扱うとともに、東邦ガスグループ、当社販売・サービス

店等からのお知らせ、商品やイベントのご案内の送付等に利用させていただく場合
があります。

（2）お客さまの情報は、発電余剰電力買取の運用のために、必要な限りにおいて送配電
事業者、電力広域的運営推進機関、販売店・施工店等および業務委託先に提供さ
せていただく場合があります。

（3）当社は、3．（3）または（4）の事実を確認するため、送配電事業者より、お客さまの電
気受給契約の情報を取得する場合があります。

（4）お客さまおよび送配電事業者から当社が提供を受けた個人情報は、エネルギー消
費の分析や機器開発等に使用させていただきます。その場合、個々のお客さまの
データは必ず統計的に処理するものとします。

（5）お客さまは、当社が発電余剰電力買取に関するアンケートを実施する場合、ご協力
いただきます。

（6）その他、発電余剰電力買取に関する取材や取材内容のカタログ・ホームページ等へ
の掲載、余剰電力発電についてのPR等をお客さまにお願いする場合があります。

（7）上記に加え、関係法令、官公庁および送配電事業者からの指示に従い、当社はお客

さまの情報を当該官公庁および送配電事業者に対して報告できるものとします。
（8）お客さまには、送配電事業者が定める系統連系技術基準および託送供給等約款を

遵守していただきます。

14.当社の免責事項
次に定める事項の場合、当社は一切の責任を負わないこととします。
（1）地震等の天災が発生したことにより、または戦争、暴動等により非常事態が生じた

ことにより、発電余剰電力買取の継続が困難になった場合。
（2）エネファームtypeSの故障や経年劣化等、エネファームtypeS本体に起因する事由、

また電圧上昇抑制機能等の動作によって買電量が減少した場合。
（3）送配電事業者からの検針値の提供が遅延したことにより、買電量および買電額のお

知らせならびに買電額の入金が遅延した場合。また、当社の責めによらない事由に
より、送配電事業者より適切な検針値の提供が行われず、買電額の算定ができない
場合。

（4）お客さまのお申込み時の誤記、振込先口座の変更等により、買電額の入金ができな
かった場合。

（5）お客さまが本規約を遵守されないことにより損害等が生じた場合。
（6）その他、当社の責めによらない事由により、損害等が生じた場合。

15.その他
（1）発電余剰電力買取へのお申込みに際し、第三者への費用の支払いが発生する場合、

お客さまにご負担いただくものとします。
（2）今後、法令等の新設または改正によって、発電余剰電力に環境価値の権利を取得

できるようになった場合は、この権利の帰属について、当社と協議していただきます。

1.適用
本対象機種一覧表は、当社が実施する発電余剰電力買取制度の対象機
種を定めるものです。

2.対象機種
対象機種のメーカーおよび型式は燃料電池発電ユニットにて規定しま
す。なお、エネファームtypeSに接続する給湯器または暖房給湯器、リモ
コン等の組合せは、原則として、当社が指定しているものとしますが、そ
の他当社が定める事項がある場合は「別途、定める事項」に記載します。

3.変更
対象機種に変更がある場合は、本規約の12.（2）に従い、お客さまに通
知させていただきます。

【別表1】 発電余剰電力買取 対象機種一覧表

1.適用
本買取単価表は、当社が実施する発電余剰電力買取の買取単価を定めるものです。

2.買取単価
買取単価は、当社のガス料金算定にあたっての平均原料価格に応じて、以下の式により算定します。

※消費税率とは、消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいいます。
※本規約の6.（2）で算定される買取額に含まれる消費税相当額（消費税法の規定により課される消費
税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額）は下式により算定します。

　買取額に含まれる消費税相当額（1円未満の端数切り捨て）＝買取額×消費税率／（1+消費税率）

3.変更
買取単価に変更がある場合は、本規約の12．（2）に従い、お客さまに通知させていただきます。

【別表2】 発電余剰電力買取 買取単価表

メーカー 燃料電池発電ユニットの型式 別途、定める事項

東邦ガス（株）

NT-0722ARS-KBC
NT-0722ARS-KBDC
NT-0720ARS-KC
NT-0720ARS-KBC
NT-0718ARS-KC
NT-0718ARS-KBC
NT-0716ARS-KC
NT-0716ARS-KBC

（特になし）

買取単価

備考

6.06＋0.120×平均原料価格（円/㌧）÷1,000　（円/kWh）（単価は毎月変動します。）

（1）消費税を含む額です。
（2）上記で算定される値の小数点第３位以下の端数は切り上げます。
（3）買取額算定にあたって月毎に定める平均原料価格は、当社のガス料金算定にあ

たっての平均原料価格に準じます。


